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日 曜 県協会・建産連・土木施工管理技士会 建災防・建退共・厚年基金 協同組合・火薬協会・保証会社

１ 金

２ ㊏

３ ㊐ 文化の日 文化の日 文化の日

４ ㊊ 振替休日 振替休日 振替休日

５ 火 全国建設労働問題連絡協議会（東京）

６ 水 技士会セミナー（都城）

７ 木
宮崎県建設業協会平成25年度建設雇用改
善推進表彰式（宮崎）
技士会セミナー（延岡）

宮崎県産業安全衛生大会（佐土原）

８ 金
基金企業年金連合会九地協事務職員研
修会（福岡）
不整地運搬車運転技能講習
（９日まで延岡）

９ ㊏

10 ㊐ クリーンアップ宮崎

11 月
宮崎県建設業協会常務理事会及び県との
意見交換会　　　　　　　　　　　　　
宮崎県建設業協会建設現場等見学会
（日向工業高校）

12 火

13 水 宮崎県建設業協会平成25年度職員研修
基金宮崎地区説明会
足場の組立等作業主任者技能講習
（14日までえびの）

全建協連役員会（東京）

14 木 宮崎県建設業協会建設現場等見学会
（宮崎工業高校） 建退共九州ブロック会議（鹿児島） 火薬保安講習（西都）

15 金
基金小林地区説明会
車両系建設機械（整地・掘削）運転技
能講習（16日まで清武）

16 ㊏

17 ㊐ クリーンアップ宮崎

18 月

宮崎県建設業協会女性部と知事との意見
交換会
九州建設業協会専務理事・事務局長会議
及び西日本建設業保証㈱との意見交換会
（福岡）

基金納入告知書発送

19 火
基金串間市説明会
新・総合工事業者のためのリスクアセ
スメント研修（延岡）

20 水 監理技術者講習
基金日南地区説明会
車両系建設機械（解体用）運転第１種
及び第３種技能特例講習（延岡）

21 木 基金都城地区説明会 全建協連事務局長会議（東京）

22 金 宮崎県議会11月定例会開会（12／10まで） 高所作業車運転技能講習
（23日まで清武）

23 ㊏ 勤労感謝の日 勤労感謝の日 勤労感謝の日

24 ㊐

25 月

26 火
基金高千穂地区説明会
車両系建設機械運転業務従事者（オペ
レーター）安全衛生教育（延岡）

27 水 全国建設業協会全国会長会議（東京） 基金延岡地区説明会
建災防全国支部事務局長会議（東京）

28 木 九州建設業協会技術担当職員研修会（佐賀） 足場の組立て等作業主任者能力向上教
育（清武）

29 金 全国建設青年会議全国大会・会長会議（広島）

30 ㊏

平成25年11月行事予定表
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【ホームページ】

項　　　　　　　　　目 所　　管 形　式

1 平成25年度（下期:26.3.9）第15回建設業経理士(1・2級)・
第33回建設業経理事務士(3・4級)のご案内 建 設 業 振 興 基 金 html

2 復興庁事業「WORK FOR 東北」（復興人材プラットホーム構築
事業）について 復 興 庁 html

3
【25.8調査全国各都道府県協会会員調査結果】適切な賃金
水準の確保等の取組状況アンケート調査結果について掲載
いたしました。

全 国 建 設 業 協 会・
宮 崎 県 建 設 業 協 会 PDF

※上記文書をご覧になる場合は、予め会員の皆様方に通知しております ID及びパスワードが必要となります。
　当協会ホームページアドレスにつきましては、会報表紙をご覧ください。

年　度 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

年度当初 862 899 948 957 946 946 923 902 885 844 816 797 759 610 553 524 509 504 505 

入 会 数 38 82 20 11 24 8 7 8 9 4 11 8 1 4 3 6 8 13 4 

退 会 数 1 33 11 22 24 31 28 25 50 32 30 45 150 61 32 21 13 12 8 

年 度 末 899 948 957 946 946 923 902 885 844 816 797 759 610 553 524 509 504 505 501 

※H8 支部として建築協会加入、H19 建築協会脱退、H25は10月31日現在

県協会ホームページ・会員専用サイト掲載項目案内（25.10月分）

宮崎県建設業協会員数の推移

県協会　会員の動き（10月１日～10月31日）

【代表者、組織、所在地等】
地　区　名 会　社　名 変更事項 変　更　前 変　更　後

串 間 内 田 建 設 ㈱ 住　所 串間市大字西方 5660 番地の 2 串間市大字西方 2638 番地 5

小 林 吉 留 建 設 ㈱ 代表者 吉留　哲郎 吉留　　明

西 都 ㈲ 横 山 建 設 代表者 横山　吉高 守屋　和人
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１．平成25年度第７回常務理事会を開催
　平成25年10月15日（火）午後２時30分、第７回常務理
事会が建設会館２階「委員会室」において、淵上常務理事
を除く10名出席のもと開催された。
　開会にあたり永野会長より「県との意見交換会には内田
副知事と図師次長が出席されるが、入札不調の問題等につ
いて忌憚のない意見を出していただきたい。また、議題も
多いため円滑な進行にご協力をお願いしたい。」と挨拶を
述べられ、議事に移った。
　議題については次のとおり。
　議題１　県との意見交換会について
　樫村事務局長が資料１に基づき、本日の意見交換会には
内田副知事と図師次長が出席することを報告した。
また、事前に聴取した県からの情報提供として、
⑴　指名競争入札の試行状況について
⑵　若年労働者のマスコミへのＰＲについて
⑶　土木工事標準歩掛の改訂について
⑷　平成26・27年度入札参加資格審査の受付について
の４項目があることを報告した。

　議題２　物価調査会・経済調査会及び県・県議会への要
　　　　望について
　岡田専務が資料２に基づき、それぞれ４項目の要望(案)
を報告して、追加等の意見があれば早めに事務局に提案す
ることが承認された。
　昨年度は物価調査会・経済調査会に要望活動を実施しなかったため、今後は定期的に要望活動を行う
ことを提案して承認された。また、日程は会長と調整を行って決めることが承認された。県及び県議会
への要望は会長の日程を調整して執行部と打合せを行い、日時を決定することが承認された。今後の要
望活動は常務理事が全員参加して行うことになった。
　議題３　平成25年度建設雇用改善推進表彰候補者(案)及び表彰式実施概要について
　大谷課長が資料３に基づき、各地区から優良事業所表彰候補者が３事業所、個人功労者表彰候補者が
３名、若年建設従事者功労賞表彰候補者が５名推薦されたことを報告し承認された。
　議題４　「建設人材育成・確保支援事業」について
　大谷課長が資料４に基づき、県の補助金対象事業である出前講座の講師依頼と県工業会主催テクノ
フェアのイベント企画へのＰＲ出展事業について報告した。
　出前講座は、11月に３高校、12月に１高校の日程が決定しているので、該当する地区協会長に講師
の推薦をお願いして承認された。　（都城工業高校は実施済み。都城農業高校は未定）テクノフェアは、
体験コーナーと展示コーナーで計画している企画について報告を行い、日南協会青年部の企画・協力を

宮崎県建設業協会

永野会長挨拶

第７回常務理事会
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得て実施することを報告した。
　議題５　適正な賃金水準確保等の取組み状況に関するアンケート調査結果について
　樫村事務局長が資料５に基づき、８月に全国一斉に行われた公共工事設計労務単価引き上げ並びに社
会保険加入状況等に関するアンケート調査について全建がまとめた結果を報告した。また、第２回目の
建設技能労働者の賃金水準確保のための調査を実施したことを報告した。
　議題６　労務費調査最終対策説明会について
　大谷課長が資料６に基づき、労務費調査最終対策説明会の参加申し込み状況を報告した。
　昨年と比較して申込者が少ないため、各地区協会を通して参加要請をすることが承認された。
　議題７　宮崎空港の津波早期復旧対策検討に係る情報提供等について
　樫村事務局長が資料７に基づき、国交省大阪航空局から津波来襲時における宮崎空港復旧対策に係る
情報提供依頼を受けたことを報告した。
　会員企業の資機材保有状況と本会の連絡体制について情報提供を行い、支援活動協定については事務
局で協議を進めて常務理事会に状況報告することが承認された。
　議題８　その他
⑴　不法投棄防止ステッカー掲示について
　樫村事務局長が９月常務理事会で継続審議になった議題であることを報告した。
　各地区ともに環境森林部からのステッカーが浸透しているため、今回はステッカーを作成しない
ことに決定した。
⑵　今後の会議予定（職員関係）について
　樫村事務局長が資料９に基づき、10月から11月にかけての職員関係の会議について開催計画を
報告した。

　議題９　次回常務理事会開催日について
　永野会長が、次回の常務理事会を11月14日(木)に開催することを提案して承認された。
　※再々調整により、開催日は11月11日に変更

２．第９回宮崎県建設業協会と宮崎県との意見交換会を開催
　平成25年10月15日（火）午後４時00分、建設会館５階「会議室」において、第９回目の意見交換会
が開催された。
　出席者については下記のとおり。
　◇宮崎県　内田副知事
　◇宮崎県県土整備部
　　　図師次長
　　　管　理　課：郡司部参事兼課長、田村課長補佐、
　　　　　　　　　高妻主幹、日高主幹、村山主査
　　　技術企画課：髙橋課長、大坪課長補佐、桑畑主幹、
　　　　　　　　　原口主幹、岩切主幹、春田主査
　◇宮崎県建設業協会
　　　常務理事会：永野会長、川上・谷口・山﨑副会長
　　　　　　　　　堀之内・淵上・林・仁科・河野・
　　　　　　　　　甲斐・竹尾常務理事
　　　事　務　局：岡田専務理事、水元顧問、樫村事務局長、 永野会長挨拶
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　　　　　　　　　東・林田・大谷課長
◆永野会長挨拶
　本日は内田副知事と図師次長に出席いただき感謝を申し
上げる。本日は11月定例議会を控える時期であるが、業界
の抱えている課題について中身の濃い意見交換会ができる
ことを期待する。
◆内田副知事挨拶
　建設業協会には日頃から防災等でご協力をいただき感謝
を申し上げる。地域を支える優良企業と技能者や若手等人
を大事にする企業が残ることを考えているが、それは指名
競争入札の目的にも反映されている。
　本年度も補正予算により公共事業の増加が予想されるが、不調・不落をなくす取り組みに協力をいた
だきたい。また、設計労務単価引き上げにより社会保険未加入対策は対応できるが、若年労働者対策に
注力をお願いしたい。今の機会を逃したらチャンスはないと考える。
　また、個々の意見を伺いたいので、秘書を通して副知事室に来ていただきたい。

◇県からの情報提供について（資料順）
⑴　建設工事における指名競争入札の試行状況について：
　管理課
　10月10日17時時点での指名競争入札の応札状況の説
明及び指名競争入札と条件付一般競争入札( ３千万未満)
との対比において大きな相違はないとの説明があった。
⑵　若手建設労働者の情報発信及びＰＲに関する取組につ
いて：技術企画課
　若手の紹介や現場の紹介を行い、例えば宮日新聞の東
九州自動車道特集のようなシリーズものとして、新聞社
との協働による記事の掲載ができないか検討している。
⑶　施工パッケージ型積算方式について：技術企画課
　平成26年１月から63施工パッケージについて、平成26年10月から残りの146施行パッケージについ
て運用を予定している。資料に掲載した国交省のＨＰをみてもらいたい。
⑷　工事成績評定要領の改定について：技術企画課
　国交省の工事成績評定に準拠した評定要領に改定して、５段階から７段階に変更する。
　11月から新要領と現要領の２重評定を行うことで試行を開始して、26年４月から新要領での評定
を実施する。
⑸　宮崎県における建設工事等の入札参加資格の定期認定について：管理課
　社会保険に加入しており未納がないことが入札参加資格の申請要件になった。
　申請書の受付期限があるため、協会からも指導をお願いしたい。

◇意見交換
　本会　→若手建設労働者の情報発信及びＰＲに関する取組について、型枠や鉄筋工等担い手不足とい

うか絶対数が足りない。解決方法を考えないといけないがマスコミキャンペーンをしても響
かない。

 内田副知事挨拶

第９回意見交換会
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　本会　→夕刊デイリーも発信のひとつとしていただきたい。
　　県　→単発でも受けてもらえれば情報を流したい。
　本会　→工事成績評定要領の改定について、指名停止等があった場合のマイナス評価は何を基準にし

て行うのか。
　　県　→手元に資料がないため次回説明したい。
　本会　→工事成績評定要領の改定について、地元業者が受注する工事では国交省の難易度は０である

ため、県の判定はどのようにするのか。
　本会　→工事成績評定要領の改定について、創意工夫の評定を行うとあるが、今まで出先でＶＥを提

案してもそのレベルではないとの回答しか受けていない。
　本会　→施工パッケージ型積算方式について、簡単であり問題ないものと考える。
　本会　→施工パッケージ型積算方式について、大きい数量の工事であれば良いが、小さい工事は単価

が実情に合わないため反対する。
　　県　→積算方式を変更しても大差はない。小規模工事は工種を入れて調整したい。予定価格をきち

んと出すことが現実的でありそのように指導している。
　本会　→施工パッケージ型積算方式について、宮崎標準にすると単価が物によっては高く付いたり低

く付いたりするのではないか。
　　県　→大きくは違わないと考える。
　本会　→指名をすることで地域の業者の責任感が高まる。
　本会　→不調・不落は業者の対応力や技術者不足に原因があるが、応札するようにアナウンスしている。
　　県　→受発注者間で全体的にコミュニケーションが足りない。お互いに腹を割って話をしないと解

決できない。
　　県　→指名競争入札と一般競争入札の違いによる、指名競争入札のメリットを上手く説明しなけれ

ばならない。
　本会　→９月19日の串間で開催した東九州自動車道決起大会が盛会のうちに終了したことのお礼を

申し上げる。
　本会　→出先と良いコミュニケーションが取れるようお願いしたい。
以上、午後５時10分、意見交換会を終了した。

３．建設雇用改善優良事業所県知事表彰に㈱淵上組、㈱津房産業が受賞！
　去る10月24日（木）に県庁知事室において、建設雇用改善優良事業所表彰が執り行われ、株式会社
淵上組（代表取締役　淵上鉄一）、株式会社津房産業（代表取締役　津房正寛）が受賞され、河野県知
事より、表彰状と記念品が贈られた。

優良事業所県知事表彰
株式会社淵上組

優良事業所県知事表彰
知事との懇談

優良事業所県知事表彰
株式会社津房産業
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　この表彰は、建設労働者の雇用の改善等について、積極的な活動を展開し、その成果がみられる中小
建設事業所に対し、その努力と功績をたたえるとともに、これを県民一般に周知して建設労働者の雇用
の改善に資することを目的とした表彰である。

４．建設人材育成・確保支援事業「建設技術フェア」を開催！
　本会は、宮崎県との折半事業として本年度より建設人材育成・確
保支援事業を実施しており、その事業の一つとして、ＰＲ事業を展
開するため、本年度は、10月25日（金）と26日（土）に日南市にお
いて開催された「第20回みやざきテクノフェア」に参加し実施した。
　事業名を「建設技術フェア」として、重機の展示・試乗体験コー
ナー、レンガによる橋の模型作成コーナー、パネル展示コーナーを
設置し、親子連れの子供や小学生など、多くの方が参加された。重
機については、0.2㎡バックホーと25tラフタークレーンを試乗体験、
バックホーは、バケットをフォークに取り換え、丸太を移動させる
体験、また、橋に模型作成体験コーナーについては、レンガを使用
して、1.5m×30cmの橋（半円弧状）を作成し、作成後、橋を渡る体
験をしていただき、子供たちは、喚起に満ち溢れ、観客から拍手が
沸き起こるぐらい盛り上がるものであった。
　台風27号の雨等の影響より、初日の午前中は、会場全体参加者が
少なかったが、午後から晴れとなり、親子連れの子供や小学生が途
切れることなく体験をされ、事業としては目的を達成したと自負し
ている。
　今回の事業は、本会と日南地区建設業協会の青年部の12名が企画立案したものであり、青年部の皆さ
ん、二日間、お疲れ様でした。また、この事業にご協力いただいた関係者はじめ、ご支援、ご協力いた
だき、重ねてお礼申し上げます。

５．青年部連合大会日南大会について宮崎県知事へ表敬訪問
　去る平成25年９月24日（火）　午後１時30分より、知事室において、８月２日（金）に実施した日南
連合大会へのお礼を含めて河野県知事への表敬訪問を行った。
　青年部連合会からは、宇治橋部長並びに永野日南青年部長、河野連合大会実行委員長等５名が訪問し、
連合大会ご臨席へのお礼並びに、大会において、口蹄疫に対しての寄付金を募り、県へ寄付させていた
だいたことを併せて報告した。河野県知事からは、寄付のお礼並びに力のある青年部の方々が今後の業

重機体験① 実施者（日南青年部）

橋の模型作成体験①

橋の模型作成体験②

重機体験②
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界ひいては宮崎県を牽引するよう激励の言葉をいただいた。

６．宮崎県建設業協会青年部連合会と
 鹿児島県建設業青年部会との意見交換会を開催
　本会青年部連合会と鹿児島県建設業青年部会との意見交換
会を、平成25年10月４日（金）午後４時00分より鹿児島県に
おいて実施した。この意見交換会は、他県の入札制度や業界
の現状、青年部の活動を視察し、今後の青年部事業へ寄与さ
せることを目的としたものであり、本県青年部11名、鹿児島
県青年部17名が出席され、活発な情報交換が行われた。
　主な議題内容については次のとおりである。

◆情報提供：宮崎県
１．建設業の現状について
２．入札制度について
３．青年部活動について
４．若年技能労働者・技術者の減少について　ほか

◆情報提供：鹿児島県
１．鹿児島県の本年度執行状況について
２．ボランティア活動に対するアンケート結果について
３．県との意見交換会について　　　　　　　ほか

◆意見交換会
１．鹿児島県の労務単価について
２．宮崎県の生コン単価について
３．宮崎県の特Ａの工事件数について
４．宮崎県の若年技術者について
５．鹿児島県のボランティア調査について
６．宮崎県の高校生との意見交換会について
７．鹿児島県の高校生の業界への入職状況について
８．その他

宇治橋部長挨拶

有川会長挨拶

意見交換会
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７．平成26年度宮崎県産業開発青年隊隊員募集について

）
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20 万円程度
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８．技能労働者への適切な賃金水準の確保について
　平成25年度の公共工事設計労務単価が決定・公表され、前年度と比べ、全国平均で約15％、被災三
県の平均では約21％の上昇となった。
　近年の技能労働者に係る就労環境の変化は大きく、建設投資の大幅な減少に伴って、いわゆるダンピ
ング受注が激化し、そのしわ寄せが労働者の賃金低下をもたらして、若年入職者が大きく減少しており、
このままでは熟練工から若手への技能承継がされないままに技能労働者が減少し、将来の建設産業の存
続が危惧されるに至っている。技能労働者の育成には一定の期間を要するものであり、ここで適切な対
策を講じなければ、近い将来、災害対応やインフラの維持・更新にも支障を及ぼすおそれがある。
　若年者が建設業への入職を避ける一番の理由は、全産業の平均を約26％も下回る給与の水準の低さで
あり、また、最低限の福利厚生であり法令により加入義務のある社会保険等に未加入の企業が多いこと
も大きな原因の一つである。
　一方、現内閣は、その基本方針（平成24年12月26日閣議決定）において、「雇用や所得の拡大を目指す」
ことを掲げるとともに、内閣総理大臣自身が経済界との意見交換会において、働く人の所得の増大を目
指し、政府・経済界・労働界が大局的観点から一致協力して取り組むことによりデフレ経済からの脱却
を図るとの方針を示している。
　こうした諸事情を踏まえれば、技能労働者に係る適切な賃金水準の確保は、建設産業全体の喫緊の課
題であり、下記のとおり、適切な価格での契約及び技能労働者等への適切な水準の賃金の支払い等につ
いて、貴団体傘下の建設企業において、ご理解と適切な対応を図られたく、周知徹底方お願いする。

記

１．技能労働者への適切な水準の賃金の支払に対する特段の配慮
　公共工事の適正な施工を確保するためには、技能レベルが確保された労働者による施工が不可欠で
あり、こうした技能者の確保・育成には適切な水準の賃金の支払が極めて重要である。また、技能労
働者に対して適切な水準の賃金が支払われることは、公共工事設計労務単価及び予定価格への反映を
通じて発注価格の水準の適正化にもつながり、これにより技能労働者に対する適切な水準の賃金支払
も可能になるといった健全な循環の実現に寄与することとなる。加えて、現内閣においては、公共投
資の拡大を労働者の所得増加に結びつけ、消費の拡大、さらには生産の拡大を通じてデフレ経済から
の脱却を目指しているところであり、公共事業の受け手である建設業における労働者の賃金引上げは、
極めて重要な課題である。
　平成25年度の公共工事設計労務単価の上昇は、直接的には発注者が積算する予定価格の上昇につな
がるが、これを技能労働者の処遇改善につなげるためには、建設業界全体が一定の共通認識を持った
上で、取り組みを進める必要がある。
　このため、これらの点に十分留意の上、適切な価格での下請契約の締結を徹底するとともに、下請
企業に対し、技能労働者への適切な水準の賃金の支払を要請する等の特段の配慮をすること。専門工
事業者においては、雇用する技能労働者の賃金水準の引上げを図ること。
　なお、国土交通省においては、公共工事設計労務単価の上昇が技能労働者の賃金水準の上昇に結び
ついているか、別途実態を把握した上で、その状況を翌年度の公共工事設計労務単価の改訂に反映す
ることとしているので留意されたいこと。

２．法定福利費の適切な支払と社会保険等への加入徹底
　社会保険等への加入は、労働者を雇用する事業者及び労働者にとって法令上の義務であり、また、
技能労働者に最低限の福利厚生を保障して、若年入職者の確保を図ることが技能承継を通じた建設産
業の持続的発展に不可欠である。
　今回改定された平成25年度の公共工事設計労務単価においては、技能労働者の加入に必要な社会保
険料（本人負担分の法定福利費）相当額が勘案されているほか、既に平成24年４月に行われた現場管
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理費率式の見直しにより、事業主が負担すべき法定福利費についても、適切に予定価格に反映される
よう措置されている。
　このため、元請企業においては、下請企業に対し、社会保険料（事業主負担分及び労働者負担分）
相当額を適切に含んだ額により下請契約を締結すること。また、専門工事業者においては、既に作成
が進んでいる標準見積書及び作成手順書の活用等により見積書における法定福利費の内訳明示を推進
するとともに、技能労働者に対し、法定福利費相当額を適切に含んだ額の賃金を支払い、その使用す
る労働者を法令が求める社会保険等に加入させること。

３．若年入職者の積極的な確保
　若年者の処遇改善により若年入職者を確保した企業が円滑な技能承継を通じて伸びていくことがで
きるという健全な循環を形成することができるよう、今回の公共工事設計労務単価の引上げを若年者
の賃金引上げと社会保険等への加入につなげることによって、これまで困難であった若年入職者の確
保を積極的に推進すること。

４．ダンピング受注の排除
　平成24年度補正予算の経済効果の早期発現を図り、デフレ経済からの脱却を図るため、さらには、
近年のダンピング受注により下請企業へのしわ寄せが、技能労働者の賃金水準の低下や社会保険等へ
の未加入といった処遇悪化を招き、これが若年労働者の確保に大きな支障となっている事態を改善す
るためにも、発注者から元請企業、下請企業を通じて技能労働者に至るまで持続可能性を確保できる
資金が適切に支払われることが重要である。
　このため、工事の品質確保に必要な費用を適切に見込んだ価格による契約締結を徹底し、ダンピン
グ受注を排除するとともに、建設業法第19条の３に規定されているとおり、自己の取引上の地位を不
当に利用して、工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を締結してはならな
いことについて、改めて徹底すること。

５．設計変更に伴う下請企業への適切な支払
　「公共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」（平成25年３月８日付け総行行第43号、国土入企
第34号）２．(1)において、労務の需給に係る状況等から入札不調・不落が懸念される地域においては、
地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について、「平成24年度補正予算等の執行におけ
る積算方法等に関する試行について」（平成25年２月６日付け国技建第７号）を参考として適切な運
用に努めるよう公共発注者あて通知されたところであるが、この措置に基づき、設計変更により発注
者から追加費用が支払われる場合において、地域外からの労働者確保に要する費用（宿舎費等）や資
材の遠隔地からの調達に伴う輸送費等を下請企業が負担しているときは、元請企業は、設計変更によ
り追加支払が行われる趣旨にかんがみ、また、労働者に適切に賃金が支払われるようにするためにも、
下請企業にその負担額を適切に支払うこと。

６．労務費の急激な変動への対応
　国土交通省においては、当分の間、各地域の技能労働者の賃金の推移を注視するとともに、賃金水
準の上昇の兆しがみられる地域については、賃金の急激な変動により公共工事設計労務単価が賃金実
態を反映しておらずに年度途中の見直しが必要かを検討するために、より詳細な調査を実施すること
としているので、これにご協力いただきたいこと。

７．資材不足等への適切な対応
　公共工事の増加に伴う建設資材の不足や価格上昇についての情報を適切に提供いただくとともに、
不足や価格上昇が具体化した際には、建設資材対策地方連絡会等を通じ、公共工事発注者、資材団体
等と情報共有を図りつつ、連携して適切な対策を講じること。
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事業協同組合

 平成25年６月５日　

　一般社団法人 宮崎県建設業協会
　　　会　長　永野征四郎 様

 　宮崎県知事　　河　 野　 俊　 嗣　　　　　　　

 宮崎県教育長　　飛　 田　 　　 洋　　　　　　　

 宮崎労働局長　　松　 竹　 泰　 男　　　　　　　

新規学校卒業予定者等の採用について（お願い）

　新規学校卒業者等の就職に係る取組については、平素より御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。　
　本県の雇用情勢につきましては、有効求人倍率が0.7倍台を維持しているものの、依然として厳しさ
が残り、改善の動きを弱めたままの状況にありますが、一部には明るい動きが見られます。特に平成25
年３月末における新規高等学校卒業者の就職内定率は99.1％と、調査開始以来、最高の結果となりまし
た。このことは、県内の多くの企業や事業所の皆さまの御理解・御協力の賜物と深く感謝しております。
　このような中、国及び県におきましては、求人の確保や就職支援等に全力で取り組みますとともに、
キャリア教育の推進により、望ましい勤労観・職業観の育成にも努めているところです。
　つきましては、一人でも多くの新規学校卒業予定者が希望する職業に就くことができますよう、求人
枠の拡大及び早期提出、並びに大学や高等学校等卒業後３年以内の既卒者における新卒枠での応募受付
につきまして、特段の御配慮をお願い申し上げます。
　併せまして、関係団体の皆様及び事業主の皆様にこの旨御周知くださいますようお願いいたします。

（文書取扱）
　宮崎県商工観光労働部労働政策課
　宮崎県教育庁学校政策課
　宮崎労働局職業安定部職業安定課

雇用改善コーナー雇用改善コーナー

１．新規学校卒業予定者等の採用について
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２．社労士会中小企業支援セミナーのご案内
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事業協同組合
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１．「監理技術者講習」のお知らせ
　平成25年度の「監理技術者講習」の今後の日程についてお知らせします。
　今年は、あと１回しかありません。更新時期にきている方は忘れず受講してください。
　平成26年度につきましては、本年同様５月、８月、11月に計画します。

日　　　程 会　　　場

平成25年11月20日（水） 宮 崎 県 建 設 会 館

※問い合わせ　宮崎県土木施工管理技士会（TEL 0985－31－4696）

監理技術者とは、

　発注者から直接、公共工事を請け負い、そのうち、総額3,000万円以上を
下請け契約して工事を施工する場合(土木)は、監理技術者を工事現場に置かな
ければなりません。
　監理技術者は、常に最新の法律制度や技術動向を把握する必要があること
から、現行の建設業法では、監理技術者講習を修了した日から５年を経過す
ることのないように国土交通大臣に登録された監理技術者講習を受講し、講
習修了証を携帯しなければならないことになっております。
　また、講習修了証とは別に監理技術者資格証の交付を受ける必要がありま
す。

２．継続学習制度（ＣＰＤＳ）について
　ＣＰＤＳは、土木施工管理技士に必要な技術力の向上のために加入者が講習会などで学習した場合に、
学習した記録（学習履歴）を（一社）全国土木施工管理技士会連合会に登録し、必要な時、連合会が学習
履歴証明書を発行するシステムです。
　会員は、（一社）全国土木施工管理技士会連合会（ＪＣＭ）のホームページから、新規加入したときに発
行される個人ＩＤ（ＣＰＤＳ加入者番号）とパスワードでログインします。この２つがないと会社名の変更
や学習履歴申請ができないので大切に保管してください。会社名の変更をされた時は、支部を通じて宮崎
県技士会にも変更届の提出をお願いします。
　学習履歴申請には、講習会主催者発行の受講証明書が必要です。申請期間は、学習履修後１年以内です。
代行申請の場合は、講習会主催者が学習履歴申請をします。個人ではできません。技士会主催セミナー等は、
カードリーダーでの代行申請を基本にしています。
　個人で学習プログラムを申請する場合は、講習会終了後に学習プログラムと学習履歴申請を同時に申請
してください。
　学習履歴申請等で手続き料金が必要な場合は、一括送金システムになっております。手続きにつきまし
ては、JCMのホームページ・継続学習・個人加入者・１２一括送金システムに詳細が記載されております。

技 士 会
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建 退 共

１．平成25年度建退共制度普及協力事業所に対する
　　理事長表彰を伝達
　平成25年度における建退共制度の普及、協力事業所に対する（独）勤労者退職金共済機構理事長表彰
を10月15日（火）宮崎県建設会館会長室で行い、建退共宮崎県支部長である永野宮崎県建設業協会長
が伝達しました。
　受賞された事業所は次のとおりです。
　　•都城市　丸昭建設（株）　（代表取締役　長　友　俊　美）
　　•日向市　（株）五幸建設　（代表取締役　河　野　裕　介）
《受賞の理由》
　両事業所とも、退職金共済制度の意義を理解し、自社において対象労働者への証紙貼付などにより
本制度の適正履行に努めるとともに、他の企業や下請企業に対し、機会あるごとに制度の普及、啓発
に務めている。

２．建退共宮崎県支部の概況
①　建退共加入企業数
　　２，９６８社（９月末現在）

②　被共済者数（手帳を持っている労働者）
　　４７，９２７名（９月末現在）

③　退職金の支払い状況（24年度）
　　支払い件数　　　 １，２０６名
　　支払総額　　１０億５６７万円
　（一人の最高額は７１９万円）

伝達式
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３．建退共宮崎県支部取扱状況（９月分）
建退共宮崎県支部　

　　区分
月別　

共　　済
契約者数 被共済者数 　　　区分

月別　　
手帳更新
状　　況 退職金支給状況 掛金収納状況

（８月の状況）

８月末計
社 名

前年度累計
冊 件 千円 千円

2,965 47,777 399,809 45,398 27,238,430 113,180,330

加　　入 10 213 当　月　分 835 40 25,358 68,612

脱　　退 7 63 25　年　度　分 4,423 556 467,187 299,083

９月末計 2,968 47,927 累　　　計 404,232 45,954 27,705,617 113,479,413

１．事　業　概　況（９月分）
１．適　用 (平成25年９月末現在)

設立事業所数
加　　入　　員　　数

男 女 計

303 社 3,543 537 4,080

２．給　付
　⑴　老齢年金給付及び一時金の裁定状況（平成25年度） （金額：円）

当　　　月　　　分 年　　度　　累　　計

件数 金　　　額 件数 金　　　額

退職年金
新規裁定 17 4,107,100 124 31,232,000 
失 権 者 5 505,200 57 9,279,600 

選 択 一 時 金 7 6,158,300 46 37,200,500 
脱 退 一 時 金
（企業年金連合会移換を含む） 12 2,165,100 87 14,150,100 

遺 族 一 時 金 0 0 4 1,719,000 

　⑵　年金受給権者数 （金額：円）

件数 年　金　額
内　　　　　訳

全額支給 一部支給 全額停止
件数 年　金　額 件数 年　金　額 件数 年　金　額

5,975 1,281,085,900 5,863 1,223,434,600 41 26,045,600 71 31,605,700 

３．保有資産（時価）

年金給付等積立金 16,118,125,404 円

厚生年金基金
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１．「建設業労働災害防止規程」の改正について
　建設業労働災害防止協会（略称：建災防）は、その設立目的として

本会は、建設業を営む事業主及びその事業主の団体によって組織し、建設業に

ついて労働災害防止規程を設定し、並びに労働者の安全及び衛生についての措

置に対する援助及び指導を行うことその他労働災害の防止に関して自主的な活

動を行うことにより、事業主、事業主の団体等が行う労働災害防止のための活

動を促進し、もって建設業における労働災害の防止を図ることを目的とする。

　（定款第１条）

としており、「建設業労働災害防止規程」を会員の自主的安全衛生活動の基準として位置づけています。

　この度、当規程が５年ぶりに改正されましたので、会員事業場には、別途、「建設業労働災害防止規程」
（改正版）を送付いたしました。会員事業場におかれては、この改正版を参考に自社の「安全衛生管理
規定」等に反映させるなど、安全衛生管理に活用されるようお願いします。

　なお、主な改正点は以下のとおりですが、会員事業場に毎月送付しています「建設の安全」（９月号、
10月号）に、主な改正点や新旧対照表が掲載されていますので参考にして下さい。

〔主な改正点〕
（１）墜落による危険防止措置の充実
　　・ハ－ネス型安全帯の使用
　　・枠組足場における交差筋かい及び高さ15cm以上の幅木の設置
・枠組足場の妻面又は枠組足場以外の足場において、高さ90cm以上の手すり等及び高さ35cm以
上50cm以下の中さん等の設置

　　・強風、大雨等の後の足場の点検・補修等
（２）車両系建設機械による危険防止措置の充実
　　・解体物等の飛来・落下のおそれがある場合の立入禁止
（３）足場等における倒壊等による危険防止措置の充実
　　・足場の建地等を外して出入口を設ける場合の斜材、梁枠等の補強
　　・材料等が落下するおそれがある場合の高さ10cm以上の幅木、メッシュシート等の設置

建 災 防
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２．車両系建設機械（解体用）運転技能特例講習等について
　労働安全衛生規則の改正（平成25年７月１日施行）により、解体用車両系建設機械の鉄骨切断機等（鉄
骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転の業務に引き続き就くためには、平成26年
６月30日までに特例講習を受講して資格を取得することが必要となり、当支部においても当該講習会
を開催しているところですが、11月以降は、次の日程で開催する予定です。

講 習 の 種 類 開　　催　　日 開　催　場　所

第１種・第３種
特例講習

平成２５年１１月２０日（水） 延岡建設会館

平成２５年１２月１９日（木） 宮崎県建設技術センター

第２種特例講習
短縮講習

平成２５年１２月　４日（水） 宮崎県建設技術センター

平成２６年　３月　４日（火） 延岡建設会館

〔講習の種類〕
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火薬保安協会

１．25年度火薬類取扱保安責任者等試験結果
　本年９月１日（日）宮崎サザンビューティ美容専門学校において実施した、甲種・乙種火薬類取扱保
安責任者及び製造丙種の知事試験の結果は下記のとおりでした。
　宮崎県関係は、４８名が合格！！　　おめでとうございます。
　合格者は、早めに知事宛（県・消防保安課）に免状の交付申請を行い、免状の交付を受けてください。
なお、火薬類作業従事者は免状の写しを添付し、火薬保安協会へ保安手帳の交付申請を行い、火薬類保
安手帳（黒手帳）の交付を受けてください。

☆県内の状況

区　　分 甲種取扱責任者 乙種取扱責任者 丙種製造責任者 計
受 験 者 数 ７０　 ２６　 ２　 ９８　
合 格 者 数 ４４　 ４　 ０　 ４８　
合 格 率 ６２．９％ １５．４％ ０％ ４９％

☆全国の状況

区　　分 甲種取扱責任者 乙種取扱責任者 丙種製造責任者 計
受 験 者 数 ２，６８２　 ９７７　 １１６　 ３，７７５　
合 格 者 数 １，４２４　 ５２０　 ６２　 ２，００６　
合 格 率 ５３．１％ ５３．２％ ５３．４％ ５３．１％

◎県内の過去３年間の合格率一覧

年　度　別 甲種取扱責任者 乙種取扱責任者 丙種製造責任者 　　　計
平成２４年度 ５２．０％ ２６．９％ 　　　１００％ ４６．６％

平成２３年度 ３０．４％ ４３．２％ ０％ ３４．３％

平成２２年度 ４６．３％ ３０．８％ ０％ ４１．５％

　

２．講習会の日程について
　本年の残りの講習会日程は次のとおりです。保安手帳の有効期限を確認し、講習受講の必要な方は、
当協会への受講申込を急いで行ってください。
⑴　責任者及び従事者保安講習会

月　　日 曜 開　催　地 講　習　会　場 講　習　時　間

１１月１４日 木 西 都 市 西 都 建 設 会 館 13:00 ～ 17:00

１２月１２日 木 宮 崎 市 宮 崎 県 建 設 会 館 13:00 ～ 17:00

⑵　再教育講習会

１２月１２日 木 宮 崎 市 宮 崎 県 建 設 会 館 10:00 ～ 17:00
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保証会社

Ⅲ．地区別の状況 （単位：件、百万円）
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
宮 　 崎 101 ▲1.9% 3,162 10.9% 519 28.5% 20,910 44.3%
高 　 岡 10 ▲16.7% 85 ▲45.3% 84 47.4% 1,947 140.8%
西 　 都 28 75.0% 522 128.2% 133 84.7% 4,093 125.3%
高 　 鍋 34 ▲10.5% 1,084 ▲50.8% 144 39.8% 6,850 13.3%
日 　 南 29 26.1% 2,760 220.3% 151 37.3% 8,243 135.8%
串 　 間 14 27.3% 290 ▲30.5% 94 30.6% 1,941 34.4%
都 　 城 73 62.2% 7,416 605.6% 316 33.3% 19,388 222.4%
小 　 林 48 4.3% 1,019 ▲6.7% 265 42.5% 8,328 77.0%
日 　 向 92 124.4% 2,528 75.7% 400 69.5% 17,015 1.5%
延 　 岡 70 141.4% 1,474 22.2% 268 46.4% 12,469 11.2%
西 臼 杵 35 66.7% 686 15.9% 184 84.0% 3,992 72.4%

計 534 38.7% 21,033 73.8% 2,558 45.3% 105,183 52.2%

１．宮崎県内の公共工事動向（前払保証分）（９月分）
 
 西日本建設業保証㈱　
 宮　崎　支　店　

Ⅰ．全般の状況 （単位：件、百万円）
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
平成２５年度 534 38.7% 21,033 73.8% 2,558 45.3% 105,183 52.2%
平成２４年度 385 ▲10.5% 12,103 ▲13.2% 1,760 0.3% 69,114 10.6%
平成２３年度 430 ▲3.8% 13,942 4.5% 1,754 ▲1.9% 62,462 ▲13.8%

※増減率：当月は前年同月比、累計は前年同期比。以下同じ。

Ⅱ．発注者別の状況 （単位：件、百万円）
当　　　月 累　　　計

件　数 増減率 請負金額 増減率 件　数 増減率 請負金額 増減率
国 29 ▲21.6% 4,730 47.9% 285 38.3% 29,555 49.8%

独立行政法人等 6 20.0% 736 40.9% 38 ▲7.3% 9,932 ▲19.3%
県 231 49.0% 5,856 24.3% 963 78.7% 27,358 59.8%

市 町 村 262 41.6% 4,842 33.4% 1,243 30.6% 31,763 70.7%
そ の 他 6 100.0% 4,867 ＜　 29 31.8% 6,573 388.9%

計 534 38.7% 21,033 73.8% 2,558 45.3% 105,183 52.2%
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 　高原町でも中間前払金を請求できるようになりました。～
　中間前払金制度とは、建設企業の資金需要へ的確に対応することを目的として、当初の前払金４０％
に加え、更に２０％の前払金を請求することができる制度です。

＜制度採用発注者＞
　宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、　三股町、
高原町、高鍋町、新富町、国富町、綾町、木城町、川南町、都農町、門川町、美郷町、高千穂町、日之
影町、椎葉村、諸塚村、国土交通省、農林水産省など。

＜請求可能時期＞
　工期の２分の１を経過し、かつ工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が終了し、工事の出
来高が５０％以上となったとき。

＜中間前払のメリット＞
　①　簡単な手続で工事代金が早く受け取れます。

　②　一括現金払出のため、迅速な支払ができます。

　③　保証料が一律０.０６５％と格安です。

　　　例：中間前払金１０００万円の場合、保証料はわずか６５００円です。

＜保証申込時に必要な書類＞
　　１．保証申込書

　　２．使途内訳明細書 （「既済部分の材料費・労務費」として一括現金計上）

　　３．認定調書（通知書）の写し

※ 認定調書とは、その工事が中間前払の支出要件を満たしていることを発注者が証明する書類です。
中間前払金を請求可能な時期になりましたら「中間前払金認定請求書（申請書）」に「工事履行報告書」
を添えて発注者に提出して下さい。発注者より「認定調書（通知書）」が発行されます。

平成25年度宮崎県内の中間前払保証実績（平成25年９月末現在）
（単位：件、千円）

発　注　者 件　数 請負金額 増減率（件数） 増減率（請負金額）
国 土 交 通 省 1 156,660 ＜　 ＜　
宮　崎　県 65 2,730,823 ▲1.5% ▲19.7%
宮　崎　市 15 444,311 25.0% ▲39.1%
都　城　市 4 49,848 33.3% ▲46.7%
延　岡　市 8 218,796 ▲50.0% ▲55.3%
小   林　市 1 29,148 ＜　 ＜　
西　都　市 1 9,752 ＜　 ＜　
国　富　町 1 14,280 ＜　 ＜　
美　郷　町 1 15,550 ▲50.0% ▲70.7%

計 97 3,669,170 ▲7.6% ▲50.6%

●問い合わせ先：西日本建設業保証（株）宮崎支店
　　　　　　　　電 話 0985-24-5656　FAX 0985-20-1167
　　　　　　　　URL http://www.wjcs.net/

２．中間前払金制度のご案内
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１．建設業経理検定試験のご案内
　建設業振興基金では、建設業会計知識の普及および処理能力の向上を目的として、建設業会計に関す
る検定試験を実施しています。このうち１級・２級は登録経理試験（建設業法施行規則第18条の３）と
して、３級・４級は当財団独自の検定試験として施行しており、各々の名称は「建設業経理士検定試験
（１級・２級）」、「建設業経理事務士検定試験（３級・４級）」となっています。
　なお、公共工事に入札しようとする企業が受審しなければならない経営事項審査（建設業法第27条の
23）においては、「公認会計士等の数」で１級および２級建設業経理士を「監査の受審状況」で１級建
設業経理士を評価しているため、建設業界では大変意義深い資格試験として取り扱われています。是非
この機会にお申し込みいただきますようご案内申し上げます。

１．試験日程
　　上期試験：第14回建設業経理士検定試験（１級・２級）
　　　受験申込受付期間　平成25年５月10日（金）～５月31日（金）〔消印有効〕
　　　　　　　　　　　　※申込書配布期間：平成25年４月25日（木）～５月31日（金）
　　　試 験 日　平成25年９月８日（日）
　　　合 格 発 表 日　平成25年11月10日（日）
　　下期試験：第15回建設業経理士検定試験（１級・２級）
　　　　　　　第33回建設業経理事務士検定試験（３級・４級）
　　　受験申込受付期間　平成25年11月10日（日）～11月30日（土）〔消印有効〕
　　　　　　　　　　　　※申込書配布期間：平成25年10月25日（金）～11月29日（金）
　　　試 験 日　平成26年３月９日（日）
　　　合 格 発 表 日　平成26年５月10日（土）

２．受験資格
　　どなたでも、希望の級を受験することができます。

３．試験の内容及び程度
　各試験級の内容と程度は下表のとおりです。なお、１級は原価計算、財務諸表、財務分析の３科目か
ら成る科目合格制をとっており、有効期限内に３科目全てに合格すると１級資格者となります。

級　別 内　　容 程　　　度

１級 建設業原価計算、 財務諸表論及
び財務分析

上級の建設業簿記、 建設業原価計算及び会計学を修得
し、 会社法その他会計に関する法規を理解しており、 建
設業の財務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行
えること。 

２級 建設業の簿記・原価計算及び
会社会計

実践的な建設業簿記、 基礎的な建設業原価計算を修得
し、 決算等に関する実務を行えること。 

３級 建設業の簿記・原価計算
基礎的な建設業簿記の原理及び記帳並びに初歩的な建
設業原価計算を理解しており、 決算等に関する初歩的な
実務を行えること。 

４級 簿記のしくみ 初歩的な建設業簿記を理解していること。 

試験・研修等のご案内
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４．試験日の時間割・試験時間等
　試験日の時間割・試験時間・出題数は下表の通りです。試験の時間割・開始時刻等は上期試験と下期
試験で異なりますのでご注意ください。
【上期】

時　間　割 １時間目 ２時間目 ３時間目

試験級
（試験時間・出題数）

１級財務諸表
（9:30～11:00・５題）

１級財務分析
（12:00～13:30・５題）

１級原価計算
（14:30～16:00・５題）

－
２　　級

（12:00～14:00・５題）
－

※３級・４級は特別研修にて募集しています。
【下期】

時　間　割 １時間目 ２時間目 ３時間目

試験級
（試験時間・出題数）

１級財務諸表
（９:30～11:00・５題）

１級財務分析
（12:00～13:30・５題）

１級原価計算
（14:40～16:10・５題）

４　　級
（９:30～11:00・４題）

３　　級
（12:00～14:00・５題）

２　　級
（14:40～16:40・５題）

５．複数受験
　１級は、１科目受験のほか、２科目または３科目の受験が可能です。また、「２級と３級」、「３級
と４級」の組み合わせによる受験も可能ですが、これ以外の組み合わせによる複数受験（例えば１級
各科目と２級の組み合わせ）はできません。
　なお、複数の級・科目をお申し込みされる場合でも、申込書は１枚でお申し込みできます。

６．試験地
　全国主要都市で実施します。

７．受験料（消費税込）
　　１級（１科目）……………… 7,200円　　１級（２科目）………………10,300円
　　１級（３科目）………………13,300円　　２級…………………………… 6,100円
　　３級…………………………… 5,100円　　４級…………………………… 4,100円
　　２級・３級……………………11,200円　　３級・４級…………………… 9,200円
※上記受験料のほか、「受験申込書」を入手されて申し込みされる場合は、申込書代として300円（消
費税込）が必要となります。また、インターネットで申し込みされる場合は、申込書代は不要で
すが、決済手数料として300円（消費税込）が必要です。

８．申込方法
　　検定試験の申し込みは、以下の２つの方法があります。
　　Ⓐ　インターネットによる申し込み
　　　•申込者ごとのＥ-mailアドレスが必要となります。
　　　•支払方法はクレジットカード決済またはコンビニ決済のいずれかです。
•写真のみ普通郵便で郵送（※写真送付免除の場合があります。詳しくは「９．写真送付の免除」をご覧ください）
　　Ⓑ　「受験申込書」郵送による申し込み
　　　•申込書の入手が必要です。
　　　•支払方法は郵便局またはゆうちょ銀行での払い込みとなります。
　　　•受験申込書・写真・振替払込受付証明書を「簡易書留」郵便にて郵送。
　　　　（※写真送付免除の場合があります。詳しくは「９．写真送付の免除」をご確認ください）
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　⑴　窓口での入手
　宮崎県建設業協会、各地区建設業協会等の窓口（カウンター等）で下記の期間(土日・祝日・振

替休日をのぞく)、配布しております。

　配布部数には限りがございますので、お早めにお求めください。

●配布期間〔上期試験：４月25日～５月31日／下期試験：10月25日～ 11月29日〕

●申込書代金（300円）は受験料と共に払い込みいただきますので、申込書入手時には不要です。

●配布先一覧は、次のＵＲＬ（ホームページ）でご確認いただけます。

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/

⑵　郵送請求
　上記窓口での入手が困難な方は、①受験申込書送付依頼書（次ページ）に必要事項をご記入の上、

②送料分の切手と共に、当財団宛てにお送りいただければ、当方より申込書をお送りいたします。

●取扱期間〔上期試験：４月25日～５月24日／下期試験：10月25日～ 11月22日（いずれも基金到着

分迄）〕

●申込書代金（300円）は当方からお送りする申込書に添付している払込用紙を用い、郵便局また

はゆうちょ銀行で受験料と共に払い込みいただきますので、申込書の郵送請求時には不要です。

【①及び②の送付先】

　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-2-12 
申込書請求部数 送料 （切手） 

１部 140円分
２～３部 240円分
４～14部 350円分

15部以上 宅配便の送料着払
いで送付

　　（一財）建設業振興基金

　　　　　建設業経理検定試験センター試験係

　　　 （上期試験：５月24日　
到着分迄）下期試験：11月22日

　　　　　　　　※郵送請求の場合、申込書が到着するまでに１週間程度かかりますので、お早めにご請求ください。
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９．写真送付の免除
　平成20年度以降の経理検定試験（上期試験は平成20年度上期以降、下期試験は平成20年度下期以降）
または平成20～24年度特別研修の申込者は、写真の送付を免除いたします。この措置をお受けになり
たい方は、申込の際に該当する「整理番号」が必要となります。「整理番号」は受験票あるいは合否通
知に記載しています。写真の免除は顔写真提出後５年間有効です。

10．１級科目合格の有効期限…１級科目合格に５年の有効期限
　１級各科目の合格は、合格通知書の交付日から５年間有効です。合格通知書の交付日を基準日として、
それ以後５年の間に行われる試験において、残りのすべての科目を取得すれば「１級建設業経理士」と
なり、合格証明書が交付されます。
　有効期間内に３科目全てに合格できなかった場合、期間が満了した科目は合格が消滅します。１級取
得のためには、合格が消滅した科目を再度受験する必要があります。

〈

〈　■東日本大震災発生に伴う対応といたしまして、大震災発生時（平成23年３月11日）
　　に有効であった科目合格は、有効期限を６ヶ月間延長いたしました。

【この対応は、第８回試験までの１級科目合格が対象となります。】

11．参考図書に関する問い合わせ・注文先
　当財団では下記の参考書等を発行しています。
•建設業会計概説（１級：財務諸表・財務分析・原価計算、２級、３級）
•初歩の建設業会計（４級）

●ご注文はこちらまで。　→　㈱建設産業振興センター　TEL 03-5408-1881　FAX 03-5408-1882
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２．平成25年度２級建設業経理士に係る受験準備講座の開催案内
 一般社団法人宮崎県建設業協会
　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、２級建設業経理士の受験対策として実施しております標記受験準備講座について、下記のとお
り下期講座のご案内を申し上げますので、受講希望の方は、申込みされますようお願いします。

記

平成25年度　上　期 平成25年度　下　期

１．開 催 日 時 ７月８日（月）～10日（水） １月21日（火）～23日（木）

２．開 催 場 所 宮崎県建設会館５階

３．受　講　料
①宮崎県建設業協会会員　　15,000円（差額協会負担）
②非　会　員　　　　　　　31,500円
※上記受講料消費税・テキスト代込

４．申 込 期 間 開催日の１週間前まで　※締切後相談可

５．申　込　先 宮崎県建設業協会　FAX 0985－23－6798

６．詳　　　細 概要参照

７．そ　の　他 申込人数によっては、開催できない場合があります。
※本会より中止の通知案内が届かなければ、開催となります。

２級建設業経理士受験準備講座　概要
①　講座内容　※講義時間　９：３０～１６：３０

時　間　割 カ　リ　キ　ュ　ラ　ム

第１日目
・３級の復習と建設業会計の基礎
・工事原価の費目別計算と工事間接費の配賦
・工事原価の部門別計算

第２日目 ・主要取引の会計処理
（完成工事高、流動資産、流動負債、固定資産、引当金等）

第３日目
・主要取引の会計処理（株式会社会計、社債等）
・決算と財務諸表　　　・本支店会計
・模擬試験問題集を使用した演習

②　受講資格　　建設業経理事務士３級合格者および３級有資格者と同等以上の知識を有する者
③　受 講 料　　・宮崎県建設業協会会員　　15,000円（差額協会負担）
　　　　　　　　・非　会　員　　　　　　　31,500円
　　　　　　　　　※１　上記受講料消費税・テキスト代込
　　　　　　　　　※２　受講料受講日に持参（協会領収書発行）
④　講　　師　　一般財団法人建設業振興基金２級特別研修講師経験者
⑤　使用教材
１）建設業概説書　　　２）建設業会計講習・自習用テキスト
３）建設業経理検定試験問題集・解答と解説
４）建設業経理士検定試験　模擬試験問題集
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書籍等のご案内
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 １．建設共済保険加入促進月間 実施中!! 
「リフレッシュ＆スタート!!」

　共済団は、保険業法の改正を受けて、厚生労働省と国土交通省の両省より「特定保険業」の認可を取
得し、本年4月1日から、公益財団法人として、従来の共済制度と同様の「建設共済保険」をスタートさ
せました。
　本年も引続き、建設共済保険制度の安定運営が行えるように一層の普及を図る為、10月1日から11月
30日までの2ヶ月間、建設共済保険加入促進月間を実施しています。
　当制度は、被災者等に対する追加的補償を行う「被災者補償」と労働災害の再発防止の費用等労働災
害に起因する企業の諸費用を補償する「諸費用補償」から構成される法定外労災補償制度としての機能
は勿論、被災者の子供に対する育英奨学金（業務上及び通勤災害により死亡、身体障害・傷病1～ 3級
に該当した者の子を対象）も備えた制度です。
　今年度も各都道府県建設業協会と連携の上、建設共済保険の加入促進を図るとともに、すでに建設共
済保険に加入している保険契約者に対しては、年間完成工事高契約
で補償の対象とならない役員、事務職員、製造業や林業などで働く
労働者を補償する関連事業契約への加入を推奨しています。
　加入促進月間中は、各都道府県建設業協会、支部・地区協会のご
協力を得ながら、説明会の開催、ポスターの掲示、新聞・会報への
広告掲載によるＰＲ活動を行います。
《建設共済保険 年間完成工事高契約の概要》
　主契約である年間完成工事高契約は、保険契約者が施工する全
工事現場（元請の甲型共同企業体工事現場と海外工事現場を除く）
に就労する労働者の業務災害または通勤災害を補償する契約です。
　経営事項審査において加点評価されることもあり約2万5千社の
事業所が加入しています。まだ、建設共済保険に加入していない
事業所の皆さまは、この機会に是非ご検討ください。
《年間完成工事高契約の特長》
○建設業界による自主的な共済保険で保険料が安い。
○元請・下請問わず無記名で補償。
○元請・下請それぞれの保険契約者へ重複支払い。
○企業の諸費用部分も補償。
○事業主（保険契約者）への速やかな支払い。
○経営事項審査において15点の加点。

ＵＲＬ→ http：//www.kyousaidan.or.jp/
〈共済団ホームページ〉資料請求や保険料試算もできます。ご利用ください。

◎お問い合わせは、下記までご連絡ください。
（一社）宮崎県建設業協会　　ＴＥＬ ０９８５－２２－７１７１
（公財）建設業福祉共済団　　ＴＥＬ ０３－３５９１－８４５１

（公財）建設業福祉共済団からのお知らせ

キャッチコピーの「リフレッシュ＆ス
タート!!」は、本年4月1日より、公益財
団法人として、従来の補償内容と変わら
ない「建設共済保険」を開始したが、周知、
従業員代表者の同意等、働く人々にとっ
てより一層充実しリフレッシュされた制
度内容であることをアピールすることに
より、事業主に「建設共済保険」への加
入を促していきます。
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２．育英奨学金後期分27,972,000円、241名に給付!!

《後期分241名に給付》

　共済団は11月６日、平成25年度の育英奨学金の後期分（平成25年10月～平成26年３月まで）として

要保育児10名、小学生63名、中学生60名、高校生66名、大学生等42名の計241名に対し27,972,000円を

給付しました。

　また、その内当団の東日本大震災の支援金を支給された方の子12名（小学生２名、中学生２名、高校

生４名、大学生等４名）も対象として、704,000円を給付しました。

《育英奨学金制度とは》

　この制度は、「社会有用の人材育成を通じ建設業の発展に資すること」を目的として昭和60年から実

施され、現在までに奨学生の延べ人数は7,087人、累計給付額は13億1,452万円余となっています。

　奨学金は、業務災害または通勤災害により、死亡、身体障害１～３級、傷病１～３級に該当し、建設

共済保険の保険金支払い対象となった被災者の子に対して給付されるもので、保育期間および小学校か

ら大学までの在学期間中、継続して給付しています。

　なお、共済団の奨学金制度は他の奨学金制度との併用も可能で、返済は不要です。

◎給付額は以下のとおりです。

　　　　・要保育児……月額　１２，０００円　　年額　１４４，０００円

　　　　・小 学 生……月額　１２，０００円　　年額　１４４，０００円

　　　　・中 学 生……月額　１６，０００円　　年額　１９２，０００円

　　　　・高 校 生……月額　１８，０００円　　年額　２１６，０００円

　　　　・大学生等……月額　３９，０００円　　年額　４６８，０００円

◎要保育児および奨学生の対象であるにもかかわらず手続きがお済みでない場合は、随時受付けており

ますので共済団までご連絡下さい。

ＵＲＬ→ http：//www.kyousaidan.or.jp/
資料請求や保険料試算もできます。ご利用ください。

　

◎お問い合わせは、下記までご連絡ください。

（公財）建設業福祉共済団　　ＴＥＬ０３－３５９１－８４５１
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